
管
理
栄
養
士
学
校
指
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

管
理
栄
養
士
学
校
指
定
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
文
部
省

厚
生
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
指
定
の
基
準
）

（
指
定
の
基
準
）

第
二
条

令
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
主
務
省
令
で
定

め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
条

令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
主
務
省
令
で

定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
〜
十
一

（
略
）

一
〜
十
一

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
内
容
変
更
の
承
認
）

（
内
容
変
更
の
承
認
）

第
四
条

令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
内
容
変
更
の

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
学
校
の
設
置
者
は
、
学

生
若
し
く
は
生
徒
の
定
員
又
は
修
業
年
限
を
変
更

し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
年

度
の
前
年
度
の
九
月
三
十
日
ま
で
に
、
同
時
に
授

業
を
行
う
学
生
若
し
く
は
生
徒
の
数
を
変
更
し
よ

う
と
す
る
場
合
又
は
教
育
内
容
ご
と
の
単
位
数
若

し
く
は
履
修
方
法
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合

は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
月
前
ま
で
に
、

変
更
の
内
容
を
記
載
し
た
申
請
書
を
主
務
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条

令
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
内
容

変
更
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
学
校
の
設
置
者

は
、
学
生
若
し
く
は
生
徒
の
定
員
又
は
修
業
年
限

を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
変
更
し
よ
う
と

す
る
年
度
の
前
年
度
の
九
月
三
十
日
ま
で
に
、
同

時
に
授
業
を
行
う
学
生
若
し
く
は
生
徒
の
数
を
変

更
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
教
育
内
容
ご
と
の
単

位
数
若
し
く
は
履
修
方
法
を
変
更
し
よ
う
と
す
る

場
合
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
月
前
ま
で

に
、
変
更
の
内
容
を
記
載
し
た
申
請
書
を
主
務
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
五
条

指
定
を
受
け
た
学
校
の
設
置
者
に
係
る
令

第
十
三
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
三

条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。

第
五
条

指
定
を
受
け
た
学
校
の
設
置
者
に
係
る
令

第
十
四
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
三

条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 水曜日 第号官 報
〇
文
部
科
学
省

厚
生
労
働
省
令
第
三
号

栄
養
士
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
七
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
管
理
栄
養
士

学
校
指
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
九
日

文
部
科
学
大
臣

松
本

洋
平

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎


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